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終了（予定）年度 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 2 地域全体で支える福祉の仕組みづくり 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
特別会計 事務事業分類 B　法定義務経費事業

事務事業名 介護保険事業にかかる保険給付費等 シート番号 11-094

基礎点検

担当部署名 健康福祉 長寿社会 介護保険 評価責任者（課長名） 三井

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 平成 12 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

【介護給付費】介護保険法第４１条、第４２条の２、第４４条、第４５条、第４６条、第４８条、第５３条、第５４条の２、第５６条、第５７条、第５８条【高額介護サービス等費】法
第５１条及び第６１条【高額医療合算介護サービス等費】法第５１条の２及び第６１条の２【特定入所者介護サービス等費】法第５１条の３及び第６１条の３

4 関連計画 堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成30～32年度）

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

要介護または要支援認定を受けた被保険者のうち介護サービスを受けた方または指定介護サービス提供事業
者等

5 事業実施の経緯

【介護保険給付費及び高額介護サービス等費】介護保険制度は、従来は措置制度である老人福祉と医療保険である老人保健に分かれていた高齢者の介護に関する制
度を再編成し、利用しやすく効率的で社会全体の連帯により支える仕組みとして構築され、平成１２月４月に創設された。本事業は、介護保険法に基づく法定給付である。
【高額医療合算介護サービス等費】本事業は、介護保険制度による法定給付の一つであり、介護保険と医療保険の両方の負担が長期間にわたって重複する世帯がある
ことから、「高額医療・高額介護合算療養制度」として創設された。
【特定入所者介護サービス等費】本事業は、施設サービス等における食費及び居住費が保険給付の対象から外れて自己負担とされたことに伴い、低所得者に対しては、
負担限度額を設けて、負担軽減を図るため、実施された。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

【介護給付費】加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他
の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるようにすることを目的とする（介護保険法第１条参照）。
【高額介護サービス等費】介護（介護予防）サービスの利用者に対して、負担軽減を図ることを目的としている。
【高額医療合算介護サービス等費】介護保険の利用者負担額と医療保険の一部負担金の合計額が高額になった場合について、負担軽減を図ることを目的としている。
【特定入所者介護サービス等費】特定介護保険施設等を利用した際の食費及び居住費について、低所得者に対する負担軽減を図ることを目的としている。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

【介護給付費】
要介護（要支援）認定を受けた被保険者のうち介護サービスを受ける方が、指定介護サービス提供事業者等により行われる介護サービスを受けた場
合は、その被保険者に対し、介護保険給付費を支給する。
＜内訳＞
１居宅介護サービス費　２地域密着型介護サービス費　３居宅介護福祉用具購入費　４居宅介護住宅改修費　５居宅介護介護サービス計画費　６施
設介護サービス費　７介護予防サービス費
８地域密着型介護予防サービス費　９介護予防福祉用具購入費　１０介護予防住宅改修費　１１介護予防サービス計画費
【高額介護サービス等費】
要介護（要支援）認定を受けた被保険者のうち介護（介護予防）サービスを利用し、１割の利用者負担の合計が、一定の上限額を超えたときにその超
えた分を高額介護（介護予防）サービス費として、介護（介護予防）サービスの利用者に支給する。
【高額医療合算介護サービス等費】
毎年８月から翌年の７月末までの１年間で、介護保険の１割の利用者負担額と医療保険の一部負担金の合計額から、一定の上限額を差し引いた金
額が５００円を超えた場合に、高額医療合算介護（介護予防）サービス費として、介護（介護予防）サービスの利用者に支給する。
【特定入所者介護サービス等費】
市民税非課税世帯に属し、要介護または要支援認定を受けた被保険者のうち、特定介護保険施設等を利用した方またはその利用特定介護保険施設
等に対し、食費及び居住費の基準費用額から所得段階や居室環境に応じて設定されている負担限度額を差し引いた合計額について、特定入所者介
護サービス費として支給を行う。

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 （　　　　　　　　　　　　　　　）

直接実施以外の主な支出先 大阪府国民健康保険団体連合会

事
業
コ
ス
ト
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項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 65,360,671 65,852,071 67,766,890 75,276,499

一般財源 千円 8,170,084 8,231,509 8,470,861 9,409,562

8

主
な
事
業
費
内
訳

介護サービス等諸費 千円 65,360,671 65,852,071

千円

67,766,890 75,276,499

千円

千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円 24,510,252 24,694,527 25,412,584 28,228,687

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

その他（　　　介護保険料　　　　　　　　　　　） 千円 32,680,336 32,926,035 33,883,445

市債 千円

37,638,250

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 65,394,781 65,886,181 67,801,000 75,310,249

人件費  （ｂ） 千円 34,110 34,110 34,110 33,750


